
○ 多 賀 城 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る

基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則  

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ８ 日  

規 則 第 １ ４ 号  

改 正  平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ ２ 日 規 則 第 １ ６ 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、多 賀 城 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例（ 平 成 ２ ５ 年 多 賀 城 市 条 例 第 ６ 号 。以 下「 条

例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 暴 力 団 員 等 の 排 除 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ３ 条 第 ５ 項 の そ の 他 こ れ に 準 ず る 者 は 、い か な る 名 称 を 有 す る 者

で あ る か を 問 わ ず 、当 該 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 の 業 務 に 関 し 一 切 の 裁 判

外 の 行 為 を す る 権 限 を 有 し 、又 は 当 該 業 務 を 総 括 す る 者 の 権 限 を 代 行 す る こ と

が で き る 地 位 に あ る 者 と す る 。  

（ 記 録 の 整 備 ）  

第 ３ 条  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、条 例 第 ４ ２ 条 第 １ 項 、第 ５ ８ 条 第 １

項 、第 ５ ９ 条 の １ ９ 第 １ 項 、第 ５ ９ 条 の ２ ０ の ２ に お い て 準 用 す る 第 ５ ９ 条 の

１ ９ 第 １ 項 、第 ５ ９ 条 の ３ ７ 第 １ 項 、第 ７ ９ 条 第 １ 項 、第 １ ０ ７ 条 第 １ 項 、第

１ ２ ７ 条 第 １ 項 、第 １ ４ ８ 条 第 １ 項 、第 １ ７ ６ 条 第 １ 項 、第 １ ８ ９ 条 に お い て

準 用 す る 第 １ ７ ６ 条 第 １ 項 、第 ２ ０ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 整 備 し た 諸 記 録

の う ち 、次 に 掲 げ る も の に つ い て は 、そ の 完 結 の 日 か ら ５ 年 間 保 存 す る も の と

す る 。  

( 1 )  従 業 者 の 勤 務 の 体 制 に つ い て の 記 録  

( 2 )  地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 費 を 請 求 す る た め に 審 査 支 払 機 関 （ 市 又 は 国 民 健



康 保 険 法（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ）第 ４ ５ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 国 民 健 康

保 険 連 合 会 を い う 。 ） に 提 出 し た 記 録  

（ 一 部 改 正 〔 平 成 ３ ０ 年 規 則 １ ６ 号 〕 ）  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  第 ３ 条 の 規 定 は 、こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 完 結 し た 記 録 に つ い て 適 用 す る 。 

附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ ２ 日 規 則 第 １ ６ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 多 賀 城 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の

人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 ３ 条 の 規 定 は 、こ

の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 完 結 し た 記 録 に つ い て 適 用 し 、同 日 前 に 完 結 し た 記 録

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


